
▼市政懇談会の日時・場所
日　時 地　区 場　所

11月17日㈮ 午後7時～ 自由が丘 自由が丘公民館

11月18日㈯ 午後7時～ 吉川 山田錦の館

11月21日㈫ 午後7時～ 細川 細川町公民館

11月23日㈭ 午後3時～ 緑が丘 緑が丘町公民館

11月26日㈰ 午後4時～ 青山 青山公民館

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

月間
　

児
童
虐
待
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、子

ど
も
や
保
護
者
か
ら
の
サ
イ
ン
を
見
逃
さ

な
い
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
あ
な
た
の
周
り
で
心
配
な
家
庭
に
気
づ

い
た
ら
、相
談
機
関
に
連
絡
し
て
く
だ
さ

い（
匿
名
で
も
可
、秘
密
厳
守
）。

▼
相
談
機
関

・児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

☎
1
8
9（
い
ち
は
や
く
）

・（県）
加
東
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

☎
0
7
9
5
‐
2
7
‐
8
2
5
0

・（市）
子
育
て
支
援
課

☎
8
3
‐
2
2
6
6

　
子
育
て
に
不
安
や
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
て

い
る
と
き
は
、ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、ま
ず
は

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問  

（市）
子
育
て
支
援
課
☎
8
2
‐
9
9
1
0

（
子
育
て
相
談
電
話
）

　

令
和
5
年
7
月
13
日
に「
不
同
意
性
交

等
罪
」が
施
行
さ
れ
、同
意
が
な
い
性
的
な

行
為
に
つ
い
て
、処
罰
さ
れ
る
範
囲
が
広
が

り
ま
し
た
。

　
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
で
は
、こ
の
法

律
に
つ
い
て
詳
し
く
学
習
で
き
る
セ
ミ

ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

●〝
Y
E
S
以
外
は
す
べ
て
N
O
!
〞の
認
識

を
〜
性
犯
罪
規
定
の
改
正
で
何
が
変

わ
っ
た
の
か
〜

▼
日
時

11
月
22
日
㈬　
午
前
10
時
〜
11

時
30
分

▼
場
所　
教
育
セ
ン
タ
ー
4
階
中
研
修
室

▼
講
師　
吉
倉
美
加
子
さ
ん（
弁
護
士
）

▼
申
込
方
法　
氏
名
、電
話
番
号
、住
所
を

明
記
し
、電
話
、F
A
X
で
申
し
込
む
か
、

下
記
の
二
次
元
コ
ー
ド

か
ら
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

▼
定
員　
会
場：
先
着
40
名
、Z
o
o
m：
先

着
60
名

▼
託
児　
先
着
10
名（
未
就
学
児
）〔
申
込

期
限
：
11
月
14
日
（火）
ま
で
〕

　
期
間
中
は
配
偶
者・
交
際
相
手
か
ら
の
暴

力
、性
犯
罪
、売
買
春
、セ
ク
シ
ュ
ア
ル・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
、ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な
ど
の
女

性
に
対
す
る
暴
力
に
関
す
る
相
談
体
制
を

強
化
し
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

「
つ
ら
い
」「
な
に
か
お
か
し
い
」と
感
じ
た

ら
小
さ
な
こ
と
で
も
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

【
相
談
窓
口
】

・（市）
Ｄ
Ｖ
相
談
室　
☎
8
2
‐
8
3
0
0

・（県）
女
性
家
庭
セ
ン
タ
ー

☎
0
7
8
‐
7
3
2
‐
7
7
0
0

・兵
庫
県
警
察
ス
ト
ー
カ
ー・Ｄ
Ｖ
相
談
電
話

☎
0
7
8
‐
3
7
1
‐
7
8
3
0

問・申
込  

（市）
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

FAX
8
9
‐
2
3
3
1

11
月
12
日
〜
25
日
は

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
期
間

人権

女性の人権ホットライン
☎0570－070－810

　女性をめぐる様々な人権問題につ
いて電話相談に応じます（秘密厳守）。
▶日時  11月15日㈬～21日㈫

平日 午前8時30分～午後7時
土日 午前10時～午後5時

問  神戸地方法務局 人権擁護課
☎078－392－1821

プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
デ
ジ
タ
ル
券
の
二
次
販
売
開
始

物価高
騰対策

　
人
権
擁
護
委
員
と
し
て
長
年
活
躍
さ
れ

て
い
る
奥
野
保
さ
ん
が
、10
月
23
日
に
法

務
大
臣
表
彰
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

問
（市）
人
権
推
進
課

　

次
の
委
員
が
就
任
し
ま
し
た（
敬
称

略
）。

①
人
権
擁
護
委
員（
任
期
：
10
月
1
日
〜

令
和
8
年
9
月
30
日
）

・藤
田
加
代
子　
　
・米
村
隆

・善
村
龍
昭　
　
　
・中
西
千
津
江

・永
畑
秀
樹

②
教
育
委
員（
任
期
：
10
月
1
日
〜
令
和

9
年
9
月
30
日
）

・梶
正
義

③
選
挙
管
理
委
員
会
委
員（
任
期
：
9
月

27
日
〜
令
和
9
年
9
月
26
日
）

・宮
﨑
和
歌
子（
委
員
長
）

・山
本
和
民（
委
員
長
職
務
代
理
者
）

・廣
田
清
政　
・十
王
寺
強　
　

④
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

（
任
期
：
10
月
1
日
〜
令
和
8
年
9
月

30
日
）

　
・小
藤
貴
雅

問
①
（市）
人
権
推
進
課

②
（市）
教
育
総
務
課

③
（市）
選
挙
管
理
委
員
会

④
（市）
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

人
権
擁
護
委
員
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た

委
員
の
就
任

表彰委員

9
月
初
旬
よ
り
、山
陽
道
下
り
線（
播

磨
J
C
T
〜
赤
穂
I
C
間
）が
通
行
止
め

と
な
っ
て
お
り
、12
月
下
旬
に
通
行
再
開

と
な
る
見
通
し
で
す
。
そ
の
間
に
、中
国・

九
州
方
面
へ
向
か
う
際
は
、中
国
道
へ
の

う
回
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
N
E
X
C
O
西
日
本
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

（
年
中
無
休・24
時
間
）

☎
0
1
2
0
‐
9
2
4
‐
8
6
3

☎
0
6
‐
6
8
7
6
‐
9
0
3
1

　
明
石
年
金
事
務
所
の
職
員
が
年
金
に
関

す
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。

▼
日
時

12
月
7
日
㈭

午
前
10
時
〜
正
午
、午
後
1
時
〜
3
時

▼
会
場　
小
野
市
伝
統
産
業
会
館

▼
申
込
方
法

11
月
7
日
㈫
〜
30
日
㈭
に

明
石
年
金
事
務
所
へ
電
話
で
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

問・申
込
明
石
年
金
事
務
所

☎
0
7
8
‐
9
1
2
‐
4
9
8
3

　

行
政
施
策
に
地
域
住
民
の
意
見
や
提
言

を
反
映
す
る
た
め
、地
域
の
問
題
や
活
性
化

に
向
け
た
意
見
・
提
言
に
つ
い
て
市
と
区
長

協
議
会
で
意
見
交
換
を
行
い
ま
す
。

　

開
催
地
区
の
住
民
は
傍
聴
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す（
傍
聴
者
は
発
言
で
き
ま
せ
ん
）。

問
（市）
市
民
協
働
課
市
民
交
流
係

山
陽
道
下
り
線（
播
磨
J
C
T
〜
赤
穂
I
C
）

通
行
止
め
に
伴
う
広
域
う
回
の
お
願
い

年
金
相
談
を
実
施

11
月
の
市
政
懇
談
会

お知らせ

相談

お知らせ
　

食
料
品
な
ど
の
物
価
が
高
騰
す
る
中
、

家
計
を
応
援
す
る
た
め
、ス
ー
パ
ー
や
コ
ン

ビ
ニ
な
ど
で
利
用
で
き
る
プ
レ
ミ
ア
ム
率

25
％
〜
50
％
の
デ
ジ
タ
ル
商
品
券「
は
ば
タ

ン
Ｐ
ａ
ｙ
＋
」の
申
し
込
み
を
県
が
11
月
15

日
㈬
ま
で
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

問
（県）
ひ
ょ
う
ご
家
計
応
援

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
0
5
0
‐
2
0
1
8
‐
3
3
6
7

健　
　
康

人
権
の
目

相　
　
談

募
集・採
用

教
室・講
座

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

催　
　
し

教
室・講
座

子
育
て

施　
　
設

みっきぃナビみっきぃナビ
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▲ ホームページ
はこちら

身体的虐待
・殴る、蹴る、叩く
・やけどを負わせる
・溺れさせる、首を絞める
・縄などで拘束する　など

心理的虐待
・無視する
・ 子どもの目の前で家族
に暴言や暴力をふるう
・きょうだい間の差別
・ 言葉の暴力　など

ネグレクト
・ひどく不潔にする
・病院に連れて行かない
・適切な衣食住の世話をしない
・子どもを車の中に放置する など

性的虐待
・性的ないたずら
・性的行為を見せる
・性的行為を求める
・ 性的な写真の被写体にする
など

▲ 申し込みは▲ 申し込みは
こちらこちら

・縄などで拘束する　など

・病院に連れて行かない

▲ 詳しくは▲ 詳しくは
こちらこちら


